
【保険外併用療養費】

180日を超えて入院される場合の費用について

他の医療機関の入院期間も通算して180日を超えて

入院される患者さまにつきましては、特別の料金として、

1日につき 税込2,720円 を別途お支払いいただきます。

※ 当院での入院を継続する治療上の必要があると担当医

が判断した場合においては対象外となります。

総合病院 聖隷三方原病院


